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標茶町戦争犠牲者追悼式 
～町民皆で 恒久平和を誓い合いましょう～ 

戦後相当の年数が経過する中、さきの大戦で戦地におもむいた戦没者をはじめ、不幸にして空爆など様々なかたち

で犠牲となった方々を悼み、この惨事を風化させることなく後世に伝えると共に、平和への誓いを新たに、標茶町戦

争犠牲者追悼式実行委員会が組織され、例年「標茶町戦争犠牲者追悼式」を開催しております。 

戦争の悲惨さや平和の大切さを次世代に継承していくため、戦争を知らない若い世代の方々も積極的に参列してく

ださい。 

と き 令和２年７月１５日（水）午前１０時～午前１１時 

ところ 標茶町コンベンションホール「うぃず」 

内 容 参加者全員による献花 

主 催 標茶町戦争犠牲者追悼式実行委員会 

・標茶町          ・標茶町自治会連合会 

・標茶町農業協同組合    ・連合北海道標茶地区連合会 

・標茶町森林組合      ・標茶町老人クラブ連合会 

・標茶町商工会       ・標茶町女性団体連絡協議会 

・標茶町遺族会       ・標茶町社会福祉協議会（各地区部会） 

※新型コロナウイルスの感染拡大の予防対策を実施し、開催いたします。 

ご来場の際はマスクを着用くださいますようお願いいたします。 

【お問い合わせ】  社会福祉法人標茶町社会福祉協議会 

標茶町川上１０丁目１番地 総合社会福祉センター内  

電 話 ４８５－２５０３ ファクス ４８５－１６７９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見制度は、認知症・精神障がい・知的障がい等により、判断

能力が十分ではない方の権利を守る制度です。 

そのような方々の意思を尊重し、成年後見人等が財産や権利を保護

し、生活を支援することを目的とした制度です。 

◆相談・申立て業務 お電話や窓口で、権利擁護・成年後見制度等に

関する相談を実施すると共に、制度の適切な利用ができるよう、手

続きの説明や助言等の申立支援を行います。 

◆後見人候補者の登録・家庭裁判所への推薦 家庭裁判所への成年後

見人、保佐人、補助人（以下「後見人等」という）候補者の推薦を

行うにあたり、あらかじめ市民後見人の名簿登録を行います。 

◆市民後見人の活動支援 市民後見人登録者の方から市民後見人とし

て後見活動を始める際や、活動中及び活動終了時に相談支援を行う

と共に、受任者から定期的に報告を求め、活動内容の確認や助言、

指導などを行います。 

◆法人後見事業 受任における適否について受任調整会議において検

討し、家庭裁判所へ申立てを行います。受任後は後見支援員の協力

を得ながら支援業務を行います。 

◆日常生活自立支援事業 判断能力が低下した方で、契約内容が理解

できる方に対し、福祉サービス利用援助、日常的金銭管理、書類等

預かりサービスを行います。 

【お問い合わせ】 

 標茶町社会福祉協議会 電話：４８６－７８８３ 

 

標茶町安心サポートセンターまもる 
 

地域で子育てを応援します。 

 

町内在住の生後６ケ月から小学６年生までの子

どもを対象とした、子どもを預ける・預かる組織

です。子どもを預ける方（依頼会員）と子どもを

預かり、子育てを応援したい方（提供会員）同士

が会員となって、地域の中で助け合う仕組みです。 

 

◆事業を利用される方は、事前の会員登録が必要

です。 

◆利用を希望される方、関心のある方は、下記ま

でお問い合わせ下さい。 

◆本サービスは、有償です。 

 

 

【お問い合わせ】 

 標茶町社会福祉協議会  

電話：４８５－２５０３ 

標茶町子育てサポートセンターまーぶる 



標茶町老人クラブ連合会の活動状況について！ 
６月３日（水）、標茶町老人クラブ連合会ゲートボール予選大会を予定しておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、

会員の皆さんの安全を配慮し、中止といたしました。７月７日（火）に、予選大会を行なわず、釧路地区老人クラブ連合会ゲートボール

大会に、標茶町老人クラブ連合会から１チームが出場する予定となっております。 

また、６月１７日（水）には、標茶町老人クラブ連合会パークゴルフ予選大会をときわパークゴルフ場で開催し、新型コロナウイルス

の感染予防を徹底し、例年、３６ホールのコースを廻りますが、時間を短縮し、１８ホールのコースとし、会員１０名、非会員４名の方

が参加しました。標茶町老人クラブ連合会の会員数の減少に伴い、令和２年度から、老人クラブを知っていただきたいという意味も含め、

競技大会やイベント、行事など、非会員の方にも参加していただき、今後、老人クラブに加入したい、老人クラブに入っても良いと考え

ている方を対象に、パークゴルフ予選大会から参加の募集を呼びかけ、４名の方が参加してくれました。今回は新型コロナウイルスの影

響で、１８ホールのコースでしたが、景品を手にし、楽しかったと話してくれました。９月３日（木）に、釧路老人クラブ連合会パーク

ゴルフ大会が、浜中町民パークゴルフ場で開催予定となり、今回参加された会員１０名の方については、選抜選手として釧路大会へ出場

する予定となっており、出場枠２０名に対し、１０名の枠が残っており、残り１０名の枠については、補欠要員として参加者を募ります

のでご参加下さい。（出場条件として、標茶町老人クラブ連合会の会員であることが条件となります。） 

 

 

 

 

 

 

 

標茶町老人クラブ連合会では、思いやりの輪をさらに広げてくれる会員を随時募集していますので、標茶町老人クラブ連合会事務局
（４８５－２５０３）までご連絡ください。 

 

標茶町社会福祉協議会特別会員・賛助会員のご加入のお願い 
社会福祉事業推進のため、広く地域住民の福祉への参加と会員会費により自主財源の確立を図り、業務を推進するための基本方針とし

て、当社協が掲げております「地域住民の誰もが安心、安全に暮らせる地域社会づくりを推進し、今後、少子高齢化が一層促進する中で、
福祉事業を増進する必要があり、事業所等の皆様に特別会員及び賛助会員にご加入いただき、当社協が実施する福祉事業の趣旨をご理解
していただき、ご加入いただきますようお願い申し上げます。 

○会員の種類と金額 

・特別会員（法人、団体、機関等） 年会費 １口 ５，０００円    ・賛助会員（個人） 年会費 １口 ２，０００円 
※７月１日以降、当社会福祉協議会の理事が加入のお願いにお伺いいたしますので、何卒よろしくお願いいたします。 

【お問い合わせ】 標茶町社会福祉協議会 電話：４８５－２５０３ 

 

福祉サービスに関する苦情解決のあらまし 

１．苦情解決規定制定の目的 

社会福祉法人標茶町社会福祉協議会が提供する福祉サービスについて、利用者等から苦情への適切な対応を行う中立性や客観性を確

保し、利用者個人の権利を擁護するとともに、苦情の円滑・円満な解決を図り、サービスの利用を支援することを目的とする。 

２．苦情解決責任者  事務局長 

３．苦情受付担当者  書記 

４．第三者委員 

苦情解決に中立性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に考慮した適切な対応を推進 

するため、第三者委員を設置する。福祉サービスに対する苦情がある場合、これを受けて 

第三者委員に苦情を伝え、改善策や解決に向けて関係者による話し合いを行います。委嘱 

している第三者委員は、以下の方々です。 

 ・深山 長武 氏 （電話４８５－３６４５ 住所：標茶町開運６丁目８番地） 

 ・大沼 良治 氏 （電話４８５－３２６６ 住所：標茶町川上８丁目７番地） 

 ・高橋 孝男 氏 （電話４８５－３０８８ 住所：標茶町開運１丁目１４番地） 

＜主な職務内容＞ 

１）苦情受付担当者からの苦情内容の報告聴取 

２）利用者からの苦情の直接受付 

３）苦情申出人への助言 

４）本会への助言 

５）苦情申出人と苦情解決責任者との話し合いへの立会い、助言など 

 

愛情銀行預託状況 

（敬称を省略させていただきます） 

（金銭預託）    令和２年５月１５日～令和２年６月１４日 

住 所 氏  名 預 託 内 容 

沼 幌 阿 部 正 道 長男の進学祝を廃して 

平 和 羽 石 仁 郎 米寿の記念として 

（物品預託） 

住 所 氏  名 預 託 内 容 

川 上 岩 渕   力 ヘッジトリマ他 

沼 幌 三 神 秀太郎 花苗（キンギョ草、アゲラダム、ベコニア） 

皆さまの善意ありがとうございました。 

【発行】 

社会福祉法人標茶町社会福祉協議会 

標茶町川上１０丁目１番地 

標茶町総合社会福祉センター内 

電  話 ４８５－２５０３ 

ファクス ４８５－１６７９ 

HP：www.shibecha-shakyo.jp 

 

５．苦情等の受け付けから解決までの流れ 

利用者からの苦情等（申出人） 

・苦情受付 

・意向等の確認と記録 

・解決責任者及び第三者委員への報告 

 

苦情解決（解決責任者） 

・申出人との話し合い 

・第三者委員への解決結果報告 

・第三者委員への助言依頼 

調整・助言・立会い（第三者委員） 

・苦情内容の確認 

・解決案の調整、助言 

・話し合いへの立会い 

苦情受付（受付担当者） 

 


